
農地耕作条件改善事業
【２９，８３２（２３，５６２）百万円】

対策のポイント
農地中間管理事業の重点実施区域等において、農地中間管理機構と連携し

つつ、担い手への農地集積の推進や高収益作物への転換を図るための計画策
定や基盤整備、営農定着に必要な取組を一括支援します。

＜背景／課題＞
・我が国農業の競争力を強化するためには、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行
い、農地中間管理機構による担い手への農地集積を推進するとともに、高収益作物へ
の転換を推進することが重要です。

・このため、多様なニーズに沿ったきめ細かな耕作条件の改善を機動的に進めるととも
に、農地集積を図りつつ高収益作物への転換を図る場合には、計画策定から営農定着
に必要な取組をハードとソフトを組み合わせて一括支援することが必要です。

政策目標
担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）で全農地面積の８割

となるよう農地集積を推進

＜主な内容＞

１．農地集積推進型（新規）（農地集積・集約化の推進を図る場合）
一定以上の事業規模、農地集積・集団化率の向上等を要件として、農業者の費用負

担の軽減を図りつつ、機動的な基盤整備を実施。事業工種は「２．地域内農地集積型」
の定率助成に準ずるが、単独実施は区画整理、農地造成、暗渠排水のみ可能。
○集積推進費：ハード整備の事業費を対象に推進費を交付（最大5.0％（国の補助率

は1/2、補助残は地方公共団体の負担））

２．地域内農地集積型（地域内の農地集積を計画的に実施する場合）
○定額助成：区画拡大、暗渠排水、水路等の更新整備 等
※中心経営体に集約化（面的集積）する農地については、定額助成の単価を２割加算

○定率助成：区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設、管理省力化支援 等

３．高収益作物転換型（農地集積を図りつつ、高収益作物への転換を図る場合）
「２．地域内農地集積型」の事業内容に加え、以下の取組が可能。

○定額助成：プラン作成に係る調査・調整、農産物の需給動向の把握 等
○定率助成：実証展示ほ場の設置・運営、導入１年目の種子・肥料等への支援 等

※ 事業の特徴
（１）事業の実施区域は、農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域等
（２）事業実施年度での採択申請が可能（複数回受付）、総事業費は10億円未満
（３）必要なハードとソフトを組み合わせて、最大５年（ハードは最大３年）
（４）農地中間管理機構との連携概要を策定

補助率：定額、１／２等

事業実施主体：１．について、都道府県

２．及び３．について、農地中間管理機構、都道府県、市町村等

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２２０８）］

［平成30年度予算の概要］
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農業水路等長寿命化・防災減災事業［新規］
【２０，０２０（－）百万円】

対策のポイント
農業の持続的な発展を後押しするため、農業生産活動の基盤となる農業水

利施設の機能の安定的な発揮に必要な機動的かつ効率的な長寿命化対策及び
防災減災対策を、早期に効果が発現する地区を対象にきめ細かく推進すると
ともに、効果を最大限に発揮するための取組を支援します。

＜背景／課題＞

・施設の老朽化の進行や災害リスクが高まっていく中で、農業が持続的に発展してい

くためには、農業生産活動が安心して行われることが重要です。

・そのため、農業生産活動の基盤となる農業水路等の農業水利施設が将来にわたってそ

の機能を安定的に発揮していくことが大切であり、適時・適切な長寿命化対策や防災

減災対策を実施することによって、農地や農業用施設を健全な状態に保つとともに、

省力化などに取り組んでいくことが必要です。

政策目標
○農業水利施設の機能保全計画の策定率（10割）
○湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積
（農地及び周辺地域の面積 約34万ha（うち農地面積 約28万ha）（平成32年度））

＜主な内容＞

１．きめ細やかな長寿命化対策
農業水利施設の老朽化にきめ細やかに対応した機能保全計画に基づく長寿命化を

図るほか、水管理や維持管理の労力軽減に資する取組を支援します。

・機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新、分水ゲート自動化、除塵機や

水位計・流量計等の設置など、施設の長寿命化や水管理・維持管理の省力化に

資する対策

・施設の状態を確認するための機能診断、機能保全計画の策定、ＩＣＴ化など省

力化技術を導入するための実証など、施設の長寿命化や省力化につながる対策

２．機動的な防災減災対策
農業水利施設の機能低下により、災害のおそれが生じている箇所において、その

機能を回復するとともに、被害の発生を未然に防ぐための取組や、事故の防止など

リスク管理に資する取組を支援します。

・災害による被害の未然防止に必要な施設整備、リスク管理のための観測機器の

設置、緊急時に対応するためのポンプ等の設置、安全を確保するための整備な

ど、防災減災に資する対策

・施設の耐震性調査、被害を最小限にするハザードマップ作成、監視・管理体制

の強化など、地域の防災減災につながる対策

補助率：１／２、定額等

事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等

お問い合わせ先：農村振興局水資源課 （０３－３５０２－６２４６）
農村振興局防 災 課 （０３－６７４４－２２１０）

［平成30年度予算の概要］
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策
）

○
自

然
災

害
に
よ
る
被

害
を
未

然
に
防

止
す
る
た
め
に
必

要
な
施
設
整
備

○
地

盤
沈

下
や

水
質

保
全

な
ど
、
社

会
的

な
問

題
に
対

応
す
る
た
め
の

施
設
整
備

○
災

害
発

生
時

に
機

能
を
喪

失
し
な
い
た
め

の
施

設
の

強
化

○
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
に
必
要
な
観
測
機
器
の
設

置
○

緊
急

時
に
対

応
す
る
た
め
の

排
水

ポ
ン
プ
等

の
設

置
○

安
全

を
確

保
す
る
た
め
の

転
落

防
止

柵
等

の
整

備
等

３
．
実

施
主

体

老
朽

化
し
た
施

設
の

機
能

診
断

機
動

的
な
防

災
減

災
対

策
き
め
細

や
か

な
長

寿
命
化
対
策

農
業

水
利

施
設

の
機

能
低

下
に
よ
り
、
災

害
の

お
そ
れ

が
生

じ
て
い
る
箇

所
に
お
い
て
、

そ
の

機
能

を
回

復
す
る
と
と
も
に
、
被

害
の

発
生

を
未

然
に
防

ぐ
た
め
の

取
組

や
、
事

故
の

防
止

な
ど
リ
ス
ク
管

理
に
資

す
る
取

組
を
支

援
。

農
業

水
利

施
設

の
老

朽
化

に
き
め
細

や
か

に
対

応
し
て
長

寿
命

化
を
図

る
ほ

か
、
水

管
理

や
維

持
管

理
の

省
力

化
に
資

す
る
取

組
を
支

援
。

水
位

計
や

監
視

カ
メ
ラ
の

設
置

災
害

に
対

す
る
強

化

（
機

能
を
一

層
発

揮
さ
せ

る
た
め
の

ソ
フ
ト
対

策
）

○
大

規
模

地
震

を
想

定
し
た
施

設
の

耐
震

性
調

査
○

災
害

発
生

時
の

被
害

を
最

小
限

に
抑

え
る
た
め
の

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成

○
災

害
に
よ
る
被

害
の

発
生

を
未

然
に
防

止
す
る
た
め

の
監

視
・
管

理
体

制
の

強
化

等

（
機

能
を
一

層
発

揮
さ
せ

る
た
め
の

ソ
フ
ト
対

策
）

○
施

設
の

健
全

度
を
確

認
す

る
た
め

の
機

能
診

断
及

び
長

寿
命
化
の
た
め
の
機
能
保
全
計
画
の
策
定

○
長

寿
命

化
に
資

す
る
施

設
整

備
の

た
め

の
実

施
計

画
の

策
定

○
IC
T
化

な
ど
省

力
化

技
術

導
入

に
当

た
っ
て
の

検
証

等
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特殊自然災害対策施設緊急整備事業
【１５０（１５０）百万円】

（平成29年度補正予算 １３８百万円）

対策のポイント
火山の噴火により著しい被害を受けるおそれがある地域を対象として、降

灰被害に対応するための施設整備等を緊急的・集中的に実施します。

＜背景／課題＞

・我が国は国内に110の活火山を有する世界有数の火山国です。

・近年、桜島や新燃岳等の活火山の急激な活発化に伴う降灰等により、農作物等への被

害や影響が増加しています。

・このため、火山の噴火に伴う降灰による農作物等への被害を防除・最小化するために

必要な施設整備等を緊急的・集中的に実施し、災害に強い農村づくりを推進します。

政策目標
湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積

（農地及び周辺地域の面積 約34万ha（うち農地面積 約28万ha）（平成32年度））

＜主な内容＞

災害に強い農村づくりを推進するため、火山の噴火により著しい被害を受け、又は

受けるおそれがあると認められ、活動火山対策特別措置法に基づき都道府県知事が作

成する防災営農施設整備計画の対象地域において、降灰による被害を防除・最小化す

るために必要となる洗浄用機械施設等の整備や関連して行う基盤整備等を支援しま

す。

補助率：１／２以内

事業実施主体：市町村、農業者が組織する団体等

［お問い合わせ先：農村振興局防災課 （０３－３５０２－６４３０）］

［平成30年度予算の概要］
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事
業

の
対

象

事
業

内
容

○
火

山
活

動
の

活
発

化
に
伴

う
降

灰
等

に
よ
り
農

作
物

等
へ

の
被

害
が

発
生

し
、
地

域
経

済
の

基
盤

と
し
て
地

域
生

活
の

安
定

に
欠

か
せ

な
い
役

割
を
果
た
す
農
業
経
営
に
著
し
い
影
響

○
こ
の
た
め
、
火

山
の

噴
火

に
よ
り
著

し
い
被

害
を
受

け
、
又

は
受

け
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認

め
ら
れ

、
活

動
火

山
対

策
特

別
措

置
法

に
基

づ
き
都

道
府

県
知

事
が

作
成

す
る
防

災
営

農
施

設
整

備
計

画
の

対
象

地
域

に
お
い
て
、
降
灰
に
よ
る
農
作
物
等
へ
の

被
害

を
防

除
・
最

小
化

す
る
た
め

に
必

要
な
施

設
整

備
等

を
実
施
し
、
災

害
へ

の
対

応
体

制
を
強

化

趣
旨

特
殊

自
然

災
害

対
策

施
設

緊
急

整
備

事
業

○
活
動

火
山

対
策

特
別

措
置

法
に
基

づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
策
定
す
る
防
災
営
農
施
設
整
備
計
画

の
対

象
地

域
内

の
市
町
村
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
生
産
法
人
、
農
業
者
が
組
織
す
る
そ
の
他
の
団
体

等

補
助

率
等

農
業

者
が

組
織

す
る
団

体
等

が
行

う
事
業
に
対
し
て
、
事

業
費

の
１
／

２
以

内
を
補
助

農
林

水
産

省

【
①

施
設

整
備

等
】

【
②

関
連

整
備

等
】

被
害

を
防

除
・
最

小
化

さ
せ

る
た
め
に
必

要
な

洗
浄

用
機

械
施

設
整

備
等

を
実

施
①

の
施

設
整

備
等

の
効

果
を
一

層
促

進
さ
せ

る
た
め
、
洗

浄
用

水
の

供
給

施
設

等
の

関
連

整
備

等
を
一

体
的

に
実

施

①
降

灰
に
よ
る
被

害
の

防
除

又
は

最
小

化
に
必

要
な
共

同
利

用
施

設
の

整
備

等
を
実

施
②

①
に
関

連
す
る
整

備
等

を
一

体
的

に
実

施

計
画

主
体

（
都

道
府

県
）

事
業

実
施

主
体
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日本型直接支払
【７７，１９０（７６，９６０）百万円】

対策のポイント
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山

間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支

援します。

＜背景／課題＞

・農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能を有

しており、その利益は広く国民全体が享受しています。

・しかしながら、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によ

って支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。

・また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管

理の負担が増大し、担い手による規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあり

ます。

・このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業・

農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対する支援を行い、多面

的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を

後押ししていく必要があります。

政策目標
地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に

資する農業生産活動による農業・農村の多面的機能の維持・発揮に向けた取

組の着実な推進

＜主な内容＞

１．多面的機能支払交付金 ４８，４０１（４８，２５１）百万円

（１）農地維持支払
農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の路面維持など地域資源の

基礎的保全活動、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多面的機能を

支える共同活動を支援します。

補助率：定額（都府県の田：3,000円/10a等）

事業実施主体：農業者等の組織する団体

（２）資源向上支払
地域住民を含む組織が取り組む水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形

成など農村環境の良好な保全をはじめとする地域資源の質的向上を図る共同活動、

施設の長寿命化のための活動を支援します。

補助率：定額（都府県の田（地域資源の質的向上を図る共同活動）：2,400円/10a等

都府県の田（施設の長寿命化のための活動）：4,400円/10a等）

事業実施主体：農業者等の組織する団体

［平成30年度予算の概要］
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２．中山間地域等直接支払交付金 ２６，３４０（２６，３００）百万円
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正するため、将来に向けて農業

生産活動を維持するための活動を支援します。

第４期対策（平成27年度～31年度）では、新たな人材の確保や集落間で連携した

活動体制づくりを後押ししつつ、とりわけ条件の厳しい超急傾斜地の農用地の保全・

活用に関する活動への支援を強化します。

補助率：定額（田（急傾斜）：21,000円/10a、畑（急傾斜）：11,500円/10a等）

事業実施主体：農業者の組織する団体等

３．環境保全型農業直接支払交付金 ２，４５０（２，４１０）百万円
農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減

する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を

支援します。

補助率：定額（カバークロップ：8,000円/10a等）

事業実施主体：農業者の組織する団体等

お問い合わせ先：

１の事業 農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２４４７）

２の事業 農村振興局地域振興課 （０３－３５０１－８３５９）

３の事業 生産局農業環境対策課 （０３－６７４４－０４９９）

［平成30年度予算の概要］
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制 度 の 全 体 像

【平成30年度予算概算決定額 ７７，１９０（７６，９６０）百万円】

日本型直接支払の概要

○ 農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能を有してお
り、その利益は広く国民全体が享受していますが、近年、農村地域の高齢化、人口減少等によ
り、地域の共同活動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。

○ また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管理の負
担が増大し、担い手による規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあります。

○ このため、｢農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律｣に基づき、農業・農村の多
面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行い、多面的機能が今後とも
適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を後押ししていく必要があり
ます。

農業・農村の多面的機能をめぐる現状と課題

中山間地域等直接支払 ２６，３４０（２６，３００）百万円

中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正すること
により、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を
支援

環境保全型農業直接支払 ２，４５０（２，４１０）百万円

自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的
コストを支援

中山間地域
（山口県長門市）

カバークロップ

農地維持支払

資源向上支払

多面的機能を支える共同活動を支援
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、規模拡大を後押し

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動
を支援

支援対象

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の
基礎的保全活動

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源
の保全管理に関する構想の策定 等

支援対象

・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成や生態系保全などの農村環境保全活動
・施設の長寿命化のための活動 等

農地法面の草刈り

水路の泥上げ

水路のひび割れ補修

植栽活動

多面的機能支払 ４８，４０１（４８，２５１）百万円
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多面的機能支払交付金
４６，８０１ （ ４６，７５１ ）百万円

多面的機能支払制度の概要

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）
の質的向上を図る活動を支援

【対象者】
農業者のみ又は農業者及びその他
の者（地域住民、団体等）で構成
する活動組織

◎ 単価表（単位：円/10a）

【多面的機能支払推進交付金】 １，６００ （ １，５００ ）百万円
・都道府県、市町村及び推進組織による事業の推進を支援

・広域活動組織の設立支援、交付金の効果や取組の実施状況に係る調査の実施（拡充）

都府県 北海道

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400

畑※４ 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

※１：②の資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新
※３：①､②と併せて③の施設の長寿命化のための活動に取り組む地域は､③(都府県の田：4,400円/10a等)が加算され､②に75％単価を適用
※４：樹園地を含む
※５：事業計画期間中に田を畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は田の単価を適用

地域資源の質的向
上を図る共同活動

地域資源の質的向
上を図る共同活動

施設の長寿命化の
ための活動

【平成30年度予算概算決定額 ４８，４０１（ ４８，２５１ ）百万円】

水路の泥上げ農地法面の草刈り ため池の草刈り 農道の路面維持

○ 資源向上支払

【対象者】
農業者及びその他の者（地域住民、
団体等）で構成する活動組織

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除植栽活動

○ 農地維持支払

施設の長寿命化の
ための活動

［農地・水保全管理支払を含め５年以上実施した地区は、②に75％単価を適用］

※５ ※５

【対象活動】
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など地域資源の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源の保全管理に関する構想の策定 等

【対象活動】
・ 地域資源の質的向上を図る共同活動

（水路、農道、ため池の軽微な補修、植栽による景観形成や生態系保全などの農村環境保全活動 等）
・ 施設の長寿命化のための活動 等

◎ 活動組織の広域化に向けた措置（拡充）
加算措置 要件緩和

既存活動組織が、地域資源の保全管理
が困難な小規模集落を取り込み、集落間
連携により保全管理を行う取組を支援

中山間地域等の条件不利地域
において、広域活動組織の設立
要件を緩和既存活動組織

基本単価 基本単価＋加算

小規模集落

（本制度未取組）

新たな活動組織

農地維持支払に対する加算単価 （円/10a）

農用地面積 50ha以上
又は３集落以上

農用地面積 100ha以上

（例）都府県の場合

都府県 北海道

田 1,000 700

畑 600 300

草地 80 40
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中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向け
て農業生産活動を維持するための活動を支援

【対象地域】

中山間地域等直接支払制度の概要

中山間地域等直接支払交付金
２５，８９０ （ ２５，８００ ）百万円

【中山間地域等直接支払推進交付金】 ２５０ （ ３００ ）百万円
都道府県、市町村等による事業の推進を支援

【対 象 者】

中山間地域等（地域振興８法等指定地域及び知事が定める特認地域）

集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

10m

0.5
m

水田：急傾斜（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価
円/10a

田
急傾斜（1/20～） 21,000
緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500
緩傾斜（８度～） 3,500

10m

2.7
m

畑：急傾斜（傾斜：15°）

11,500円/10a

【平成30年度予算概算決定額 ２６，３４０ （ ２６，３００ ）百万円】

【主な交付単価】

【集落連携・機能維持加算】 【超急傾斜農地保全管理加算】
超急傾斜地（田:1/10以上､畑:20度以上）の農用地

について､その保全や有効活用に取り組む集落を支援

※ 平成29年度より､【集落協定等に基づく活動】の
①のみで加算が受けられるよう要件を緩和

超急傾斜

急傾斜

緩傾斜

【集落協定等に基づく活動】

○ 集落等を単位として、農地の管理方法や役割分担を取り決めた協定を締結し、当該協定に基づき行わ

れる農業生産活動等を支援するため、面積に応じて一定額を交付

○ 交付金の配分方法は集落内の話合いで決定

① 農業生産活動等を継続するための活動（農作業委託等による耕作放棄の防止、鳥獣害対策等）

② 体制整備のための前向きな取組

【加算措置】

◎ 高齢化や人口減少により、農業生産活動の継続に支障が生じることが懸念されている中山間
地域等において、地域の農業や集落機能などが維持されるために追加的に支援

①広域で集落協定を締結し、
将来の集落維持に向けた
活動を支援

②小規模・高齢化集落の農用地の生産維持を支援

協定集落が小規模・高齢化集落の農用地を取り

込んだ形で行う農業生産活動を支援

石積みのある超急傾斜地

共同育苗

広域の集落協定を締結

Ａ 集 落

Ｂ 集 落 Ｃ 集 落
農作業の共同化地目にかかわらず

3,000円/10a

複数集落が連携した広

域の集落協定を対象に、

人材確保や集落間の連携

活動体制づくりを支援

田 畑

4,500円/10a 1,800円/10a

［単価］

［単価］

［単価］

田・畑

6,000円/10a

（生産性向上の取組、女性・若者等の参画、持続可能な生産体制の構築）
・ 中山間地農業ルネッサンス事業における地域別農業振興計画を作成した地域においては、広域の集落協定が将来の農地利用について戦略を定めた

場合、営農を中止した際の交付金返還を当該農地のみとする運用改善を平成31年度まで延長

※ 個別協定の場合は、農業生産活動等を継続するための活動 等

【中山間地農業ルネッサンス推進事業】(拡充) ２００ （ ２００ ）百万円
都道府県等による「中山間地農業ルネッサンス事業｣に係る推進活動の支援について、営農戦略・販売戦

略の策定や人材育成を含む体制整備など、地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組を支援
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30年度からの変更

同一のほ場においては､１つの
取組に対してのみ支援します

環境保全型農業直接支払制度の概要

【平成30年度予算概算決定額 ２，４５０（２，４１０）百万円】

環境保全型農業直接支払交付金
２，３６０ （２，３１０）百万円

農業の有する多面的機能のうち自然環境の保全に資する農業生産活動を支援

◆全国共通取組◆

カバークロップ

５割低減の取組の前後のいずれかにカバークロップの作付けや
堆肥を施用する取組

化学肥料・化学合成農薬を
使用しない取組

◆地域特認取組◆

全国共通取組のほか、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で都道府県が
申請を行い、地域を限定して支援の対象とする地域特認取組を設定

農業者の組織する団体等

は、左記の対象取組に

加え、自然環境の保全に

資する農業生産活動を

推進するための活動

（技術向上や理解促進に

係る活動等）を実施

【交付単価】自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的コストを支援

 複数取組支援は廃止されます。

対象取組 交付単価※

全
国
共
通
取
組

カバークロップ
（うち、ヒエを使⽤する場合）

8,000円/10a
（7,000円/10a）

堆肥の施⽤ 4,400円/10a

有機農業
（うち、そば等雑穀、飼料作物）

8,000円/10a
（3,000円/10a）

地域特認取組
例）草⽣栽培、冬期湛⽔管理、リビングマルチ、

IPM、江の設置等

3,000円〜
8,000円

取組内容や交付単価は、都道府県により異なります

/10a

【環境保全型農業効果調査事業委託費】事業効果の検証に必要な調査・分析を実施 １０ （－）百万円

【環境保全型農業直接支払推進交付金】都道府県、市町村等による事業の推進を支援 ９０（１００）百万円

堆肥の施用 有機農業

 配分に当たっては、全国共通
取組が優先されます。

※ 本制度は予算の範囲内で交付金を
交付する仕組みです。申請額の全国
合計が予算額を上回った場合、交付
金が減額されることがあります。

（関連対策）

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動

【対象者】農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等

国際水準ＧＡＰに取り組んでいただくことが要件となります。

【支援対象活動】

さまざまな生物を地域で育み
生物多様性保全に貢献

土壌中に炭素を貯留し、
地球温暖化防止に貢献

※ 指導や研修に基づく取組の実践です。認証取得を求めるものではありません。

30年度からの変更
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